
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●募集対象       次頁「１ 貸付対象者」の要件に該当する方 
  
●募集人数（年間）  ８０名程度（※募集人数に達し次第受付終了となります。） 
 
●申請方法 

とちぎ保育士・保育所支援センターに電話連絡（TEL 028-307-4194）の上、提出期限

（※）までに必要書類を提出してください。なお、新たに就職される方は「保育士就職準備

金」との併用申請が可能です。 

 

※提出期限は、就労開始日（産休・育休復帰日）を含む月の翌々月末です。 

月末日が土・日・祝日の場合は、その前の平日が提出期限です。 

【例】①4月 15日（水）に就労開始した場合は、6月 30日（火）までです。 

②8月 3日（月）に就労開始した場合は、10月 30日（金）までです。 

③12月の提出期限は、12月 28日（月）までです。 

 
 
 

 
  

〔制度の概要〕 

 保育士資格を有し、保育士として就労をする方で、かつ貸付対象者としての条件を全て 

満たす方に対して、保育士として勤務する場合にかかるお子さんの保育料の一部を貸し 

付けることにより、栃木県内の保育人材の確保を支援することを目的とした貸付制度です。 

貸付けを受けた方が、県内の保育所等で保育業務に従事し、引き続き２年間、これらの 

業務に従事した場合には、貸付金が全額返還免除になります。 

令和８年度 未就学児を持つ保育士に対する 

保育料一部貸付事業  借受者の募集について 

お申込み・お問い合わせ先 

   とちぎ保育士・保育所支援センター 
      ～保育職で働く皆さんをサポートします～ 

      

 

 

〒３２０－８５０８  栃木県宇都宮市若草 1-10-6 とちぎ福祉プラザ 3 階 

社会福祉法人栃木県社会福祉協議会 福祉人材・研修センター内 

TEL    ０２８－３０７－４１９４ 

開所日時  平日（祝日除く）９時～１７時 

ホームページ https://www.tochigi-hoikushi-center.org/   （QR コード→） 

▲ほいにゃん 
保育の求人紹介 

厚生労働省認可、無料で安心 

研修・講座の開催 

保育のスキルアップ、情報交換など 

http://#


１ 貸付対象者 

次の（１）～（３）全てに該当する方が対象です。（※） 

（１） 保育士資格を登録済みの方（登録日より就職・復職日が後であれば申請できます。） 

（２） 未就学児（0～2歳児クラス）を保育所等（別表のとおり）に預けることが決定している方 

（３） 栃木県内の保育所等（別表のとおり）で保育士又は保育教諭として週20時間以上勤務する方 

（新たに勤務する場合、再就職する場合、産休・育休から復帰する場合いずれも可） 

 ※ 既に当貸付を受け契約期間中の方は申請できません。 

 

２ 貸付額・貸付期間 

貸付の上限額 保育料（未就学児が複数人いる場合は合算額）の半額で、月額２万７千円以内 

貸付の利子 無利子 

貸付期間 勤務を開始した月から起算して１２か月を限度とし、休暇・休業等の期間は含

まない（県内の保育所等で保育業務に勤務している期間が対象）。 

交付時期 原則年４回（３・６・８・１２月）で、それまでの貸付金を分割交付する。 

 

３ 申請手続きについて 

（１）提出期限 

就労開始日（産休・育休復帰日）を含む月の翌々月末です。 

ただし、月末日が土曜・日曜・祝日の場合はその前の平日です。12月は 12月 28日までです。 

書類不備、誤記入による再提出の場合も、提出期限以降の受付は一切出来ません。 

（２）提出書類 

★の書類はとちぎ保育士・保育所支援センターホームページからダウンロードできます。 

提出書類 備考 

★貸付申請書 

（別記様式第１号） 

申請者及び連帯保証人（申請者と別生計で独立の生計を営む成

年）が自署。家族の状況欄には、生計を一つにする者の直近の所

得金額を記入。 

★業務従事証明書 

（別記様式第１０号） 

施設又は事業所の長から保育士として従事している旨の証明を

受けてください。 

住民票 申請日より３ヶ月以内発行で世帯全員の記載があるもの。 

マイナンバー（個人番号）、本籍地の記載は不要。 

保育士証の写し 

（現姓のものが必要） 

旧姓の場合、旧姓の保育士証の写しと、現姓の保育士証申請に伴

う手数料振込の領収書の写しを添付。後日、現姓分を提出。 

保育料決定通知書の写し 各自治体（又は園）から送付されるもの。 

申請者本人及び同一世帯人、連

帯保証人の直近の所得を証明

する書類 

源泉徴収票、課税証明書の写し等 

（所得及び扶養家族等が確認できるもの） 

所得の有無にかかわらず、成人の方全員分が必要。 

★【該当者のみ】生計別申立書 連帯保証人が世帯は別で申請者と同住所の場合必要。 

★提出書類チェックリスト 来所時に不備がないか確認のうえ、提出。 

 



（３）提出の条件および提出方法について 

子の入所決定から貸付申請書類提出までの間に、以下の窓口に貸付申請者本人が直接一度はお越し 

いただき、当センター職員と面談をお願いします。申請様式の受取り、求職登録及び検索、申請書類 

の提出、いずれかの用件と合わせてで構いません。 

（例：申請様式の受取りで来所した場合、貸付申請書類の提出は郵送でも可となります。） 

面談の窓口 

① とちぎ保育士・保育所支援センター 

宇都宮市若草１－１０－６ とちぎ福祉プラザ３階 

月曜日～金曜日の 9：00～17：00（祝日を除きます） 

②  県内ハローワーク（宇都宮を除く）での「福祉のお仕事出張相談」 

※予約優先です。また、祝日にあたる場合は下表以外の日程に振替があります。 

事前に当センターまでお電話ください。 

 

 

 

 

 

 

   相談時間 令和８年５月～令和９年３月 

① 10:00～15:00（受付終了 14:45まで）／②13:00～16:00（受付終了 15:45まで） 

 

提出に係る様式の受け取り方法 

① 当センターホームページからダウンロード https://www.tochigi-hoikushi-center.org 

② 郵送にて請求…返送先の住所・氏名を明記し、１８０円切手（保育士就職準備金を併用する方は、

２７０円分の切手）を貼り付けした角２の返信用封筒を同封の上、以下の宛先に郵送 

    〒320-8508 宇都宮市若草 1-10-6 とちぎ福祉プラザ 3階 

    栃木県社会福祉協議会 とちぎ保育士・保育所支援センター 貸付担当 あて 

③ 当センターに来所（事前にお電話ください。） 

 

４ 貸付決定 

本会において書類を審査の上、貸付けを決定します。申請書類の受理後、約１～２カ月ほどお時間を

いただきます。その後の手続きの流れは、別紙「申請手続～契約終了までの流れ」を参照してください。 

 

５ 保育料の一部貸付の返還    

（１）貸付けを受けた方が次のア～ウのいずれかに該当する場合は、該当月の翌月から貸付金を返還し

ていただきます。 

ア 貸付契約が解除されたとき。 

イ 栃木県内において保育所等で保育業務に従事しなくなった（従事する意思がなくなった）とき。 

ウ 業務外の事由により死亡し、又は心身の故障により業務に従事できなくなったとき。 

（２）返還期間 

分割の場合、貸付期間の２倍に相当する期間が上限です。繰り上げて返還することもできます。 

ハローワーク名 予定曜日 相談時間 ハローワーク名 予定曜日 相談時間 

栃木 第２月曜日  ① 足利 第４火曜日  ① 

那須烏山 第３月曜日   ② 日光 第４火曜日   ② 

鹿沼 第３月曜日   ② 矢板 第１水曜日   ② 

小山 第４月曜日  ① 佐野 第２水曜日   ② 

黒磯 第２火曜日  ① 大田原 第３水曜日  ① 

真岡 第３火曜日  ①    

http://#


（３）返還方法 

月賦、半年賦による返還又は一括返還です。 

（４）延滞利子 

正当な事由なく、返還期日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日

までの期間に応じ、返還すべき額につき要領で定めた割合で計算した延滞利子を支払わなければな

らなりません。 

 

６ 保育料の一部貸付の返還猶予、返還免除 

貸付けを受けた方が次に該当する場合には、貸付金の返還を猶予し、又は免除します。 

（１）返還の猶予 

ア 栃木県内の保育所等において、保育の業務に従事しているとき。 

イ 災害、疾病、負傷その他やむを得ない事由があるときで、会長が適当と認める期間。 

 ※返還決定した方で、履行期限を過ぎた債務を猶予することはできません。 

（２）返還の免除 

ア 栃木県内の保育所等において保育の業務に従事し、かつ2年間引き続きこれらの業務に従事した

とき。 

イ アに定める業務に従事している期間中に、業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心

身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。 

 

※返還猶予及び返還免除は申請が必要です。転職を検討している場合や、在職中に傷病休暇等を

取得する場合など、上記に該当する場合は、必ずセンターにご連絡ください。 

 



※貸付変更申請 
交付期間中（就職・復職から１年間以内）に保育料の変更があった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

申請手続～契約終了までの流れ 
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１ 申請（就職日・復帰日を含む月の翌々月末日までに提出） 

 

２ 審査・貸付決定（申請後、２ヶ月前後お時間をいただきます） 

 

別紙 提出書類チェックリストを参照 

①契約書（様式第２７号）２部送付。 １部に収入印紙を貼付し返信 

②振込口座（登録・変更）届出書（様式第６号） 

③印鑑証明書（申請者、連帯保証人）各１部 

３ 契約（貸付決定後、２週間以内に） 

 

５ 返還猶予申請（貸付金最終送金後、２週間以内） 

 

６ 返還猶予決定 

①未就学児を持つ保育士に対する保育料の一部貸付変更申請書（様式第７号） 

②変更後の保育料決定通知書の写し 

③その他必要書類（保育料無償通知の写しなど） 

４ 貸付金口座振込（年４回 ６月・８月・１２月・３月） 

保育料の一部貸付は、精算払いでの送金になります。 

※提出された書類に不備があった場合は、貸付決定や貸付金の交付が遅れ

ることがあります。予めご了承ください。 

 

【別紙】 未就学児を持つ保育士の保育料の一部貸付 

 

①返還猶予申請書（様式第９号） 

②業務従事証明書（様式第１０号） 事業所から証明印をもらう 

 

７ 返還免除申請（通算２年間保育業務に従事した後） 

 

※変更届（契約期間中に改姓、住所変更、従事先変更等）があった場合 

①変更届（様式第１３号） 

②その他必要書類 

①返還免除申請書（様式第１１号） 

②業務従事証明書（様式第１０号） 

※就業状況確認（契約期間中、毎年４月） 

 
①業務従事証明書（様式第１０号） ４月１日以降の証明を受ける 

８ 返還免除決定（契約終了） 



別表　　

　保育士就職準備金貸付・未就学児を持つ保育士の保育料一部貸付　　

ア 保育所

イ 認定こども園

ウ 幼稚園（預かり保育を常時実施している施設又は認定こども園移行予定の施設）

エ 家庭的保育事業

オ 小規模保育事業

カ 居宅訪問型保育事業

キ 事業所内保育事業

ク 病児保育事業

ケ 一時預かり事業

コ 乳児等通園支援事業

サ 離島その他の地域で特例保育を実施する施設

シ 認可外保育施設のうち、市町村単独保育施策を行っている施設

ス 認可外保育施設のうち、企業主導型保育事業

令和７年９月１日　更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　未就学児の預け先及び従事先対象施設等一覧


